
 

 

平成３０年４月２５日 

 

 

報道機関各位 

 

 

鳥栖市契約管財課長 三橋 和之 

 

 

鳥栖市入札参加資格者の指名停止について 

 

 

このことについて、平成３０年４月２５日付けで別紙のとおり決定いたし

ましたのでお知らせします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（担当）契約管財課契約検査係  森山、轟木 

    ℡８５-３５４７ 

 

 

 

 

 

鳥栖市投げ込み資料 



指 名 停 止 概 要 

 

鳥栖市 

 

鳥栖市競争入札参加資格者指名停止等の措置要領（以下「措置要領」という。）

により、鳥栖市指名停止委員会において審議し、平成３０年 ４月２５日付け

で下記のとおり決定いたしました。 

 

記 

１ 指名停止業者 

  業 者 名  株式会社協和製作所 

代 表 者  代表取締役 藤井 道博 

所 在 地  佐賀県佐賀市高木瀬西６－９－１ 

 

２ 事案概要 

  株式会社協和製作所は、佐賀県労働基準監督署に虚偽の報告をしたとして、

同社及び同社代表取締役が労働安全衛生法違反により佐賀簡易裁判所から

罰金２０万円の略式命令を受け、平成３０年４月１０日に国土交通省九州

地方整備局から指示処分を受けた。 

 

３ 指名停止理由 

  当事案が「措置要領」別表第２（その２）第７号（不正又は不誠実な行為）

に該当するため。 

 

４ 指名停止期間 

 平成３０年４月２６日から平成３０年６月２５日まで（２ヵ月） 

 

５ 平成２７・２８・２９年度発注実績 

  なし 

  参考：指名実績  平成２７年度：２件 平成２８年度：３件 

           平成２９年度：２件 

 


